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事業系ごみの適正処理について



１．事業系ごみについて



事業系ごみとは

廃
棄
物

家庭の日常生活に伴って
生じた廃棄物（家庭ごみ）

事業活動に伴って生じた廃棄
物で産業廃棄物以外のもの

事業活動に伴って生じた廃棄物で法令※で規定されたもの
（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなど20種類）

産
業
廃
棄
物

家庭系一般廃棄物一
般
廃
棄
物

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第２条、施行令第２条

事業活動に伴って生じた廃棄物

事業系一般廃棄物



第３条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を

自らの責任において適正に処理しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）

事業者の責務

排出事業者

自己搬入
一般廃棄物処理施設

運搬処理委託契約

事業系一般廃棄物の適正な処理方法

一般廃棄物収集運搬業者
（許可業者）



事業系ごみを
家庭ごみに
混ぜて出せる？

一般廃棄物の
処理は誰に委託
してもよい？

事業者の責務

家庭ごみと事業系ごみでは、分別・排出方法が
異なります。少量であっても事業系ごみを家庭
ごみとして出すことはできません。

一般廃棄物の収集運搬の許可がない業者
に処理を依頼することは法律違反です。
必ず一般廃棄物の許可業者に委託してください。

※ただし、古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維のみを資源化する

場合は、許可のない資源回収業者への委託が可能

事業系ごみの適正な処理をお願いします！



愛知県古着リサイクル協同組合

事業者の責務

第４条２ 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を
図ることによりその減量に積極的に努めなければならない。

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

資源化については、許可業者や下記の業者へご相談ください！

※古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維のみを資源化する場合は、許可のない資源回収業者への委託が可能

052-441-37630587-93-2995



２．市の事業系ごみの現況
２．市の事業系ごみの現況
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事業系ごみの排出状況

・新型コロナウィルスの影響による減少
・社会経済活動の回復による増加

横ばい

事業系ごみ処理量



業種別のごみの排出状況 ※令和4年度名古屋市事業系ごみ組成分析から推計
（産業廃棄物や資源化されたものは含まない）

事業系ごみの排出状況



業種別のごみの排出状況 ※令和4年度名古屋市事業系ごみ組成分析から推計
（産業廃棄物や資源化されたものは含まない）

事業系ごみの排出状況



３Ｒの推進

分別

再利用

Reuse
消費
使用

生産
(原材料)

再生処理

ペーパーレス化で紙の
使用量を削減する

製紙業者によって再び
紙製品に生まれ変わる

資源化可能な紙類と資源
化できない紙類を分ける

使用済みのOA用紙の
裏紙を使用する×

例：紙類の３Ｒ

再生利用

Recycle

発生抑制

Reduce



名古屋市HP
「事業系ごみに関するガイド」
https://www.city.nagoya.jp/jigyou/gomi/10
25999/1026000/1034641.html

参考：事業系ごみ減量・資源化ガイド

https://www.city.nagoya.jp/jigyou/gomi/10


３．事業者のみなさまへのお願い



※水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計は、家庭並み性状で1事業者あたりの
排出量が家庭並みにとどまるものは、 市の拠点回収に出すことができます。

水銀使用製品を「可燃ごみ」「不燃ごみ」として出すことは禁止です！

水銀体温計 水銀温度計 水銀血圧計 水銀

水銀使用製品の適正な処理について

産業廃棄物として

処理してください

水銀血圧計が
1台混入するだけ
で焼却工場が
停止します！

富田工場 水銀使用製品等の例



※詳しくは、産業廃棄物処理業者にお問い合わせ下さい

• リユース品として売却

• アップサイクルして別用途で活用

リユース -Reuse-

リサイクル -Recycle-

定規へアップサイクル

事務用品へリサイクル
（緑川化成工業株式会社に依頼）

アクリル板パーティションの適正処分・有効活用

廃プラスチック類は産業廃棄物です。

産業廃棄物として処理してください。
廃棄する場合

資源化をご検討ください！




